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告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
十
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青 森 県 報平成25年４月３日 水曜日 第3674号�

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
信
和
会

東
京
都
中
央
区
日

本
橋
馬
喰
町
一
丁

目
五
の
六

特
定
施
設

入
居
者
生

活
介
護

有
料
老
人
ホ

ー
ム
ク
ロ
ー

バ
ー
ズ
・
ピ

ア
八
戸

｢

ひ

ま
わ
り
の
家｣

八
戸
市
江
陽
二
丁

目
一
三
の
三
三

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
青
森
社
会

福
祉
振
興
団

む
つ
市
十
二
林
一

一
の
一
三

短
期
入
所

生
活
介
護

み
ち
の
く
金

谷
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ

む
つ
市
金
谷
二
丁

目
二
○
の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
新
生
会

上
北
郡
東
北
町
大

字
大
浦
字
境
ノ
沢

六
の
一

訪
問
介
護

上
北
療
護
園

ヘ
ル
パ
ー
セ

ン
タ
ー

上
北
郡
東
北
町
大

字
大
浦
字
境
ノ
沢

四
の
一
九

〃

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
信
和
会

東
京
都
中
央
区
日

本
橋
馬
喰
町
一
丁

目
五
の
六

介
護
予
防

特
定
施
設

入
居
者
生

活
介
護

有
料
老
人
ホ

ー
ム
ク
ロ
ー

バ
ー
ズ
・
ピ

ア
八
戸

｢

ひ

ま
わ
り
の
家｣

八
戸
市
江
陽
二
丁

目
一
三
の
三
三

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
青
森
社
会

福
祉
振
興
団

む
つ
市
十
二
林
一

一
の
一
三

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

み
ち
の
く
金

谷
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ

む
つ
市
金
谷
二
丁

目
二
○
の
二

〃

�
�
�
�
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青
森
県
告
示
第
三
百
十
一
号

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療)

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第

六
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
十
二
号

児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
四
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成25年４月３日 水曜日 第3674号 �

社
会
福
祉
法

人
新
生
会

上
北
郡
東
北
町
大

字
大
浦
字
境
ノ
沢

六
の
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

上
北
療
護
園

ヘ
ル
パ
ー
セ

ン
タ
ー

上
北
郡
東
北
町
大

字
大
浦
字
境
ノ
沢

四
の
一
九

〃

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

指
定
辞
退

年
月
日

黎
明
郷
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

平
川
市
碇
ヶ
関
湯
向
川
添

三
〇

整
形
外
科
に
関
す
る
医

療

平
成
��･

�･

��

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
清
養
会

青
森
市
大
字
泉
野

字
野
脇
四
六
の
六

一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

社
会
福
祉
法

人
清
養
会
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
ケ

ヤ
キ

青
森
市
原
別
三
丁

目
二
八
の
二
三

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
浪
岡
あ
す

な
ろ
会

青
森
市
浪
岡
大
字

樽
沢
字
上
野
七
四

の
一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
み
ら

い
の
里
ミ
ン

ト

青
森
市
浪
岡
大
字

樽
沢
字
上
野
七
四

の
一

〃

青
森
県

青
森
市
長
島
一
丁

目
一
の
一

医
療
型
児

童
発
達
支

援

青
森
県
立
は

ま
な
す
医
療

療
育
セ
ン
タ

ー

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
塚
一
七
の

七
二
九

〃

株
式
会
社
ビ

リ
ー
ブ
ケ
ア

サ
ポ
ー
ト

青
森
市
古
川
二
丁

目
一
五
の
七

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

ビ
リ
ー
ブ
児

童
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
青
森
西

青
森
市
大
字
油
川

字
千
刈
一
一
三
の

一
シ
ー
サ
イ
ド
ハ

イ
ツ
貸
店
舗
一
階

〃

社
会
福
祉
法

人
抱
民
舎

弘
前
市
大
字
高
屋

字
安
田
七
三
五
の

三

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

ワ
ラ
ハ
ン
ド

ク
ラ
ブ
・
キ

キ

弘
前
市
大
字
高
屋

字
安
田
七
三
五
の

三

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
花

さ
き
村

八
戸
市
小
中
野
五

丁
目
一
の
二
四

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

か
え
で

八
戸
市
小
中
野
五

丁
目
九
の
一
五

〃

社
会
福
祉
法

人
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
虹

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
鴨
ヶ
池
一
一

七
の
一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
み
ら

い

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
中
村
二
〇
の

二

〃

社
会
福
祉
法

人
ぶ
さ
ん
会

八
戸
市
根
城
九
丁

目
一
八
の
二
三

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

柿
の
木
苑

八
戸
市
根
城
九
丁

目
一
八
の
二
三

〃

株
式
会
社
ど

ん
ぐ
り
ビ
レ

ッ
ジ

八
戸
市
大
字
妙
字

花
生
二
四
の
一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

児
童
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
ど
ん

ぐ
り
ビ
レ
ッ

ジ

八
戸
市
大
字
妙
字

花
生
二
四
の
一

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
夢

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
東
一
丁
目
九
の

一
七
九
四

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

バ
ン
ビ
ー
ニ

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
東
一
丁
目
九
の

一
七
九
四

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
夢

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
東
一
丁
目
九
の

一
七
九
四

児
童
発
達

支
援

ネ
オ
ナ
ー
ト

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
東
一
丁
目
九
の

三
二
〇
七

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
夢

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
東
一
丁
目
九
の

一
七
九
四

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

バ
ン
ビ
ー
ニ

Ｂ

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
東
一
丁
目
九
の

三
二
〇
七

〃

社
会
福
祉
法

人
豊
寿
会

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
二
七
の
一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

シ
ャ
イ
ニ
ー

妙
光
園

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
三
〇
の
一

〃
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青
森
県
告
示
第
三
百
十
三
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(

基
準
点
測
量)

二

作
業
期
間

平
成
二
十
四
年
八
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日
ま
で

三

作
業
地
域

五
所
川
原
市

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
九
号

(
政
治
資
金
規
正
法

に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
23
年
分
�
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
ア
統
括
表
の
平
山
幸

司
後
援
会
の
項
中

｢
｢

を

に
、

｣
｣

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
23
年
分
�
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
�
寄
附
の
内
訳
の
表

中｢

を

｣

｢

に
訂
正
す
る
。

｣

収

用

委

員

会

公
示
送
達

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
送
達
を
行
う
。

平
成
二
十
五
年
四
月
三
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

送
達
す
べ
き
裁
決
書
の
名
称

青 森 県 報平成25年４月３日 水曜日 第3674号�� �

200,000
800,446
2,957,999
3,758,445

200,000
1,000,446
2,957,999
3,958,445

446

800,000

800,000

800,000

446

1,000,000

1,000,000

1,000,000

平
山
幸
司
後
援
会
個
人

平
山
幸
司

800,000
五
所
川
原
市

平
山
幸
司
後
援
会
個
人

平
山
幸
司

1,000,000
五
所
川
原
市
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平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
五
日
付
け
裁
決
書

(

青
収
委
第
九
十
五
―
一
号)

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
五
日
付
け
裁
決
書

(

青
収
委
第
九
十
五
―
二
号)

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

氏
名

相
内
勝
政

住
所

住
所
不
明

た
だ
し
、
住
民
票
の
住
所

青
森
県
東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
大
川
平
字
村
元
一
六
三
番
地

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
裁
決
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も

そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
裁
決
書
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
十
七
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま

す
。
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